
インターネット受講のみ

千葉県税理士協同組合では下記オンデマンド研修を、

組合員・賛助会員様を対象に無料でご受講いただける施策を実施いたします。

受講料（通常１回9,000円）は当組合が全額負担いたします。お申込・ご受講には研修サイ

ト「日税フォーラム」へのご登録（無料）が必要です。申込方法・視聴方法などの詳細につきましては、

千葉県税理士協同組合HPをご覧いただき、ご受講くださいますようよろしくお願い申し上げます。

会則３時間研修

組合員・賛助会員対象
日本税理士協同組合連合会セミナー「オンデマンド研修」（無料）実施のご案内

受講料無料

＜対象研修会＞
日本税理士協同組合連合会セミナー /  千葉県税理士協同組合共催

【本研修に関するお問合せ】

㈱日税ビジネスサービス研修事務局 TEL 03 ‐ 3340 ‐ 4488
【受講登録について】
配信期間終了後、日本税理士協同組合連合会が一括して申請しますので、ご自身で登録を
行っていただく必要はございません。また、単位登録までお時間を頂戴しますこと、ご了承ください。

テーマ：グループ内で法人を清算する場合の
税務の取扱いとその留意点

講師：齋藤 雅俊 氏（税理士）

オンデマンド配信日：2025年5月20日(火)～2025年6月9日(月)＜3週間＞

※申込期限は6/9（月）の17:00までとなります。

※5/14(水)に収録したものを、録画コンテンツで視聴できるものです。
※2025年6月5日(木)9:00～12:00は、サーバメンテナンス実施のため本サイトの閲覧とサービスを一時休止いたします。

＜主な内容＞
①グループ内の資本関係と完全支配関係について
②清算法人株式の消滅損益に関する税務の取扱いについて
③株式消滅損益に関する別表調整について
④清算法人の未処理欠損金額を引継ぐ要件について
⑤引継ぎが制限される場合について
⑥清算した場合と合併した場合の比較

＜講師より＞
グループ内で法人を清算する際には、次の2つの事項に関する税務の取扱いに注
意しなければなりません。
①清算法人株式の消滅損益の取扱い
②清算法人の未処理欠損金額の取扱い
そこで今回の研修会では、上記2つの取扱いについて、詳細かつ分かりやすく解
説します。
また、清算せず合併した場合とどのような違いが生ずるかについても解説しま
す。
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